
広報ふそう2021年 9月号ー 12 ー

情
　
報

情
　
報

募
　
集

募
　
集

保
　
健

保
　
健

特
　
集

特
　
集

町
　
政

町
　
政

　

資
源
ご
み
回
収
拠
点
（
小
淵
堤
外
）
で
剪

定
枝
の
回
収
を
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

▼
搬
入
時
間
　
月
曜
日
～
金
曜
日

　
　
　
　
　
　

午
前
９
時
～
正
午　

※ 

搬
入
す
る
当
日
に
産
業
環
境
課
の
窓
口
で

　
 

申
請
が
必
要
で
す
。

　
（
受
付
：
午
前
８
時
30
分
～
11
時
30
分
）

※ 
搬
入
許
可
書
は
１
回
に
１
枚
の
発
行
で
す
。

▼
搬
入
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
日

① 

土
曜
日
、
日
曜
日
、
祝
日

② 

12
月
29
日（
水
）～
令
和
４
年
１
月
３
日（
月
）

▼
搬
入
の
条
件

① 

町
内
に
住
居
を
有
す
る
人
が
、
そ
の
住
居

　

 

の
敷
地
内
の
樹
木
を
自
ら
剪
定
し
て
回
収

　

 

拠
点
へ
自
ら
搬
入
し
て
く
だ
さ
い
。

② 

剪
定
枝
は
、
直
径
15
㎝
未
満
で
、
長
さ 
 　

60
㎝
未
満
。
木
の
根
・
竹
・
草
は
不
可
。

　

 

１
か
月
に
搬
入
で
き
る
量
は
、
軽
ト
ラ
ッ

　

 

ク
・
乗
用
車
３
台
分
ま
で
、
ま
た
は
、
１

　

 

ト
ン
ト
ラ
ッ
ク
１
台
分
ま
で
で
す
。

③ 

剪
定
業
者
・
造
園
業
者
・
庭
師
な
ど
業
者

　

 

か
ら
の
借
用
車
両
は
不
可
。

④ 

搬
入
す
る
剪
定
枝
を
積
載
し
た
状
態
で
、

　

 

産
業
環
境
課
の
窓
口
に
申
請
に
お
越
し
く

　

 

だ
さ
い
。
職
員
の
確
認
を
受
け
た
後
、
搬

　

 

入
許
可
書
を
お
渡
し
し
ま
す
の
で
、
回
収

　

 

拠
点
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
な
お
、
回
収

　

 

拠
点
で
は
、搬
入
許
可
書
は
発
行
し
ま
せ
ん
。

ご
利
用
く
だ
さ
い

ご
利
用
く
だ
さ
い

　
　
　
　

  

剪
定
枝
の
処
理
（
無
料
）

剪
定
枝
の
処
理
（
無
料
）

　
　
　

産
業
環
境
課　

内
線
２
７
８

１
階　
　

番
窓
口

●６

　

エ
コ
ク
ラ
ブ
ひ
ま
わ
り
の
会
で
は
、
毎
月

１
回
資
源
回
収
と
リ
ユ
ー
ス
シ
ョ
ッ
プ
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　

資
源
回
収
は
、
新
聞
、
雑
誌
、
雑
が
み
、

ダ
ン
ボ
ー
ル
、
古
着
、
毛
布
、
タ
オ
ル
ケ
ッ

ト
（
キ
ル
ト
、
綿
入
り
は
不
可
）
の
回
収
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　

リ
ユ
ー
ス
シ
ョ
ッ
プ
は
、
未
使
用
の
不
要

品
な
ど
の
展
示
販
売
を
行
っ
て
い
ま
す
。
収

益
は
全
額
、
エ
コ
募
金
な
ど
を
と
お
し
て
、

社
会
に
還
元
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
他
に
、
包
丁
研
ぎ
（
有
料
・
包
丁
１

本
４
６
０
円
か
ら
、
ハ
サ
ミ
１
丁
９
２
０
円

か
ら
）
や
、
腕
時
計
の
電
池
交
換
（
有
料
１

本
６
０
０
円
か
ら
）
も
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
日
時
　 

10
月
18
日
（
月
）　

　
　
　
　
11
月
15
日
（
月
）

　
　
　
　
12
月
20
日
（
月
）

　
　
　
　
令
和
４
年
１
月
17
日
（
月
）

　
　
　
　
２
月
21
日
（
月
）

　
　
　
　
３
月
14
日
（
月
）

　
　
　
　

 

午
前
９
時
30
分
～
11
時
30
分

▼
場
所　
役
場　

東
車
庫

▼
問
い
合
わ
せ　
産
業
環
境
課

資
源
回
収
及
び

資
源
回
収
及
び

リ
ユ
ー
ス
シ
ョ
ッ
プ
の
ご
案
内

リ
ユ
ー
ス
シ
ョ
ッ
プ
の
ご
案
内

（
エ
コ
ク
ラ
ブ
ひ
ま
わ
り
の
会
）

（
エ
コ
ク
ラ
ブ
ひ
ま
わ
り
の
会
）

　
　
　

産
業
環
境
課　

内
線
２
７
６

１
階　
　

番
窓
口

●６

　令和 3 年 10 月収集分よりし尿収集手数料を段階的に改定いたします。なお、加算手数料の改定は
ありません。

し尿収集手数し尿収集手数料料 をを 改改定定しますします
産業環境課　内線 277産業環境課　内線 277

番窓口番窓口●●６1 階1 階

●定額制
　１世帯　　　　　　　５８０円→６３８円
　一人増す毎に　　　　１９０円→２０９円
●従量制
　１８リットル当たり　１２６円→１３８円
●加算手数料
　変更なし

令和３年 10 月収集分～令和３年 10 月収集分～11

●定額制
　１世帯　　　　　　　６３８円→６９６円
　一人増す毎に　　　　２０９円→２２８円
●従量制
　１８リットル当たり　１３８円→１５１円
●加算手数料
　変更なし

令和４年 10 月収集分～令和４年 10 月収集分～２２

1 世帯
当たり 現在

１人 580 

２人 770 

３人 960 

４人 1,150 

５人 1,340 

●定額制（月額）

令和 3 年
10 月分～

638 

847 

1,056 

1,265 

1,474 

令和 4 年
10 月分～

696 

924 

1,152 

1,380 

1,608 

（単位：円）

18 リットル 126

●従量制

138 151 

（単位：円）


